
令和２年度決算により算定した資金不足比率について

備考

　資金不足比率が算定されない場合は，「－」を記載し，参考に資金剰余の比率を（△）
で記載しています。

　なお，資金不足比率の算定において，公営企業の事業開始後，一定期間生じる資金

不足額のうち，客観的な算定により将来解消が可能と認められるものについては，資金

不足額から控除することとされております。

（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定による公表）

　令和２年度決算により算定された坂出市の各公営企業における資金不足比率は，下

表のとおり，全ての会計で資金不足を生じていないため，公営企業の経営状況が「経営

健全段階」であることを示す結果となりました。

　今後とも，行財政改革実施計画を着実に実行し，効率的な財政運営を行ってまいりま

す。
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